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農林水産省 消費・安全局 

農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会 

（第１２回） 

 

                              令和５年１２月８日（金） 

                              １３：３０～１４：００ 

                              農林水産省消費・安全局第３会議室 

                              （ＷＥＢ会議形式による開催） 

 

議 事 次 第 

 

   １ 開 会 

   ２ 議 事 

     （１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項について 
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１３時３０分 開会 

○楠川農薬対策室長 では、定刻となりましたので、委員の皆様方におかれましては、カメラをオンにして

いただければと思います。 

 ただいまから、農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会第12回を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

 農産安全管理課農薬対策室長の楠川でございます。部会長に議事をお願いするまでの間、司会進行を務め

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 本日の農薬使用者安全評価部会では、農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項についてということ

で、種子処理の暴露評価について御議論いただいた後に、二つの有効成分の農薬使用者への影響評価につい

て、御検討いただきたいと思っております。 

 本日は、委員の方２名、臨時委員の方１名、専門委員の方４名に御出席いただいております。 

 また、本日の議題では農薬が現場で実際にどのように使用されているのかが重要なポイントとなりますの

で、防除現場に詳しい方にも御参加いただいておりますので、御紹介させていただきたいと思います。 

 天野委員でございます。 

○天野委員 よろしくお願いいたします。 

○楠川農薬対策室長 山本委員もいらっしゃるのですが、現在、接続トラブルがございますようで、後ほど

御入室いただくことになると思います。 

 今回の部会はリモートでの開催となりまして、進行の不都合が生じた場合には、チャットボックス機能も

ございますので、音声トラブル等ございましたら、当該チャットボックスより御連絡いただけますと幸いで

す。 

 委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただきまして、発言希望等ご

ざいましたら、画面右側の参加者一覧の「挙手」のアイコンがございますので、そちらを押していただけれ

ばと思います。 

 基本的には挙手制で進められればと思いますけれども、挙手以外でも、気になること等ございましたら、

会議途中に御自身でミュートを外して、御発言いただいて構いませんので、何なりとお申し付けいただけれ

ばと存じます。 

 本部会は、農業資材審議会令第７条第１項で委員及び臨時委員の過半数の御出席で会議が成立すると規定

されております。本日は３名全員の出席を頂いておりますので、本部会は成立しておりますことを御報告申

し上げます。 

 本日の農薬使用者安全評価部会のうち、議事（１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項につい
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ては公開で開催するということで、傍聴の方々にもお越しいただいております。 

 具体的な内容といたしましては、予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方

（種子処理について）となっています。 

 議事（２）として、新規申請された有効成分、ジメスルファゼットの農薬使用者への影響評価に関して審

議いただきます。 

 議事（３）として、再評価申請された有効成分チフルザミドの農薬使用者への影響評価に関して審議いた

だきます。 

 議事（２）及び（３）は個別の農薬についての農薬使用者への影響評価に関しての審議になりますので、

議事、資料は非公開とさせていただきます。 

 なお、審議終了後には、関連ファイルを削除いただきますよう、お願いいたします。 

 では、本日の配付資料について御確認いただきたいと思います。 

 まず、資料の１が議事次第でございます。資料の２が本日の部会の出席者名簿となっております。資料の

３は委員名簿となっております。資料の４が、予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保

の考え方（種子処理について）でございます。資料の５が、ジメスルファゼット農薬使用者安全評価書

（案）。資料の６が、チフルザミド農薬使用者安全評価書（案）となっております。参考資料の１が、農薬

使用者への影響評価ガイダンスでございます。参考資料の２は、これまで部会で決定いただきました、予測

式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方でございます。参考資料の３は、公表文献

の収集、選択等のためのガイドラインとなっています。参考資料の４は、公表文献の取扱いについての本部

会での決定でございます。参考資料の５は農薬取締法。参考資料の６は、農薬使用者の安全評価に係る登録

基準でございます。そのほか参考資料の７～９まで、農業資材審議会及び分科会、本部会の運営ルールに関

するものとなっております。 

 もし、足りないものがございましたら、会議途中でも結構ですので、事務局までお申し付けください。 

 では、これからの議事進行は櫻井部会長にお願いいたします。 

○櫻井部会長 櫻井です。 

 本日は皆様、御多用のところを御出席いただきましてありがとうございます。 

 先ほど御説明いただいたとおり、まず農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項（種子処理について）

の暴露評価について御議論いただいた後に、（２）及び（３）については個別の農薬に対する農薬使用者へ

の影響評価について審議いただきます。これらの個別の農薬の審議に当たっては、公開することによって特

定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがありますので、非公開とさせていただきますので、御承

知おきください。 
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 まず、審議に入ります前に、利益相反の状況について御報告をお願いします。 

○楠川農薬対策室長 平成30年９月14日の農業資材審議会農薬分科会で決定いただきました利益相反の規程

に基づいて、皆様に利益相反について事前に確認させていただきました。本日審議いたしますジメスルファ

ゼット及びチフルザミドについて委員の皆様から利益相反に関して特段の申出はありませんでしたので、御

報告いたします。 

○櫻井部会長 それでは、議事（１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項についての審議に入り

ます。 

 予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方（種子処理について）でございます。 

 では事務局より、資料４の説明をよろしくお願いします。 

○大竹係長 それでは、よろしくお願いいたします。事務局の大竹でございます。 

 それでは、お手元に資料４を御準備いただければと思います。こちら予測式に分類していない使用方法に

ついての使用者安全確保の考え方（種子処理について）でございまして、まず背景のところからの御説明に

なりますけれども、予測式に分類していない、例えばくん煙とか常温煙霧とか樹幹注入などといった、こう

いった使用方法につきましては、第６回の使用者安全評価部会の方で決定いただいたというところでござい

ます。その際に、種子粉衣とか塗沫処理といって、いわゆる種子処理につきましては、取り扱う薬量が少な

いとは言えないのではないかとか、少ないながらもミストとかダストの発生があるのではないかといった、

こういったことから、何らかの方法で暴露量を見積もることとして、引き続き検討することとなっていたも

のでございます。 

 他方、処理する種子の量が多くなれば、専用の機械で処理するなどといったことになりまして、暴露量は

あるところから多くならないといった、そういった御意見も頂いたところでございます。 

 これらの状況を踏まえまして、事務局で考え方を整理してまいったので御検討いただきたいといった、こ

ういった内容の議事でございます。 

 具体的な種子処理の場面なのですけれども、図表１にお示ししていますように、薬剤を種にまぶすといっ

た、こういった使い方のものでございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、２ページの２．種子処理の暴露評価に移っていただければと思

います。 

 背景のところでも少し御紹介したように、専用の機械で処理される場合もあるということでございまして、

どのような場面で、どのような方法で種子処理が行われているのかというのを確認しましたのが（１）のと

ころでございます。 

 種子処理を大別しますと種苗業者等によって行われる場合と、農業団体や農家によって行われる場合とい
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った、こういった二つの場合に分けることができるということでございました。具体的に種苗業者とかでご

ざいましたら、専用の機械を用いて種子処理を行っておりまして、あと農業団体等により行われる場合です

とコンクリートミキサーとか、少ないものであればビニール袋を用いて処理するなどといった、こういった

使い方でございました。 

 このような種子処理の場面で実際に暴露状況がどうなっておるのかというのが（２）のところに書いてご

ざいまして、具体的に言いますと、アの方でございますけれども、種子処理はミストとかダストの発生は少

ないと考えられるようなものでございまして、特に専用の機械を用いる場合でございますと、密閉された状

態で行われるというものでございまして、使用者が薬剤に触れる機会は少ないと考えられるものでございま

す。 

 他方、生産者が自ら種子処理を行うような場合でございますと、密閉性等は低くなってございますので、

農薬使用者の方も薬剤に触れる機会が多くなるということでございまして、ミキサー等を使って種子処理を

行う場合、こういった場合については、定量的な暴露量の議論が必要ではないかというふうに考えたところ

でございます。 

 「なお」以降のところでございますけれども、ここの部分は前回の部会の際も御紹介したのですけれども、

米国には種子処理の予測式、モデルがございますけれども、我が国と米国では農業場面も違いますし、種子

処理に用いる器具なんかも違うということがありますので、米国の予測式を採用するのは適切ではないとい

った、こういった考え方はこれまでどおりといったところでございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして、３ページ目でございますけれども、イの種子処理に用いる薬剤

の量というところでございます。処理する種の量が増えれば取り扱う薬剤の量も増えることになりますとい

うことでございまして、前回第６回の部会において議論した際には、作付面積の95％タイルに相当するよう

な圃場で使用される種子の全量を１日で処理するものとしてということで、例えばなのですけれども、小麦

でありましたら２ t程度を１日で処理してしまうといったようなことで計算をして議論させていただいたん

ですけれども、これはミキサー等での処理を考えますと現実的ではないといった、こういった御意見もあっ

たところでございました。そのため１日に処理する種子の量を直接的に調査した結果があるのかどうかとい

うことを確認してみたというところでございます。 

 その結果が次の段落にはなるのですけれども、まず農業団体とか自ら種子処理を行う場合というところに

フォーカスしますので、そのときに取り扱える種子が一番多い方法はミキサーを使う方法と考えましたので、

その場合について特に確認したというところでございます。 

 具体的な情報としましては、資料に記載してございますように、例えば20～25 ㎏を一度に処理できて、作

業人員３人で１時間当たり150 ㎏処理できますよといった、こういった報告は確認できたといったところで
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ございます。ただ、１日に処理する種の量というのが調べられた、そういった情報は確認できなかったとい

うことでございました。そのため１日に処理する種子量を考える上で、より現実的な作付面積の値等、こう

いったものを検討して暴露量を算出することが適当ではないかということで考えたところでございます。 

 具体的な暴露量の算出方法について書かせていただいているのが（３）でございます。まず、前提条件の

ようなところになるのですけれども、種子処理は種に１回だけ使うということでございまして、あと作付面

積分の種子を１日で処理してしまいますと議論してきたところでございますので、原則急性影響についての

み評価を行ってはどうかといった御提案でございます。 

 それでは、反復影響はどうなのかというところなのですけれども、「なお」以降のところに少し書かせて

いただいているんですけれども、同じ種子処理を行う有効成分を複数回使うということは、要は生育期間中

にも散布するといった、こういった場合が複数回使うといった場合でございます。これまでも散布の暴露量

は、総使用回数を用いて算出することとなってございまして、ページをおめくりいただきまして、種子処理

の回数も踏まえた評価となっているといったところになってございます。そのため、種子処理については１

回ということで評価させていただくのが良いのではないかといったところでございます。具体例は図表４に

記載のとおり、散布では３回しか使わないのですけれども、農薬使用者の反復影響評価のときには、こちら

の総使用回数４回ということで、まずは計算するとなってございますので、ある意味種子処理の回数も踏ま

えた形での評価になっているというところでございます。 

 それでは、具体的にどういった形で暴露量を算出するのかというのをお示ししているのが、こちらのボッ

クスの中になってございます。暴露量の算出方法は、これまでと基本的な考え方は同じというところでござ

いまして、単位暴露量というものを用いながら暴露量を算出していってはどうかといった御提案でございま

す。簡単に申し上げますと、どれだけ薬剤を使ったら、それがどれだけ暴露の方に行きますかといった、そ

ういった暴露のしやすさの係数を用いながら計算してはどうかというところでございます。ただ、種子処理

に特徴的なパラメータとして設定しなければならないのが（イ）の１回に処理する種子の量でございます。

基本的に種子処理ですと、処理する種子に対して何％の薬剤を投入しましょうという作りになってございま

すので、何らかの形で１回の種子の量というのが設定できれば暴露量は算出できるといった、このような考

え方をしてございます。 

 それでは、各パラメータについてどういったものを使っていこうかという議論をさせていただいているの

が（ア）からということでございます。まず初めが単位暴露量というところでございまして、これまでの散

布等と同様に考えれば、暴露する工程としましては調製時と施用時があるのですけれども、種子処理で主に

暴露する工程としましては調製作業と考えられますので、基本的には調製時の暴露量のみを考えてはどうか

といった御提案でございます。 
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 こちらにも書かせていただいておるのですけれども、調製作業、要は処理機への薬剤の投入というところ

がメインになるかと思うんですけれども、散布などのほかの使い方と調製時につきましては大きく変わるも

のではないのではないかということで、既存の単位暴露量を用いて暴露量を算出してはどうかと考えている

ところでございます。 

 「また」のところから少し書かせていただいているのですけれども、ただ、限られた情報から暴露量を算

出するということになりまして、不確実性もある意味あるといったところになりますので、原則、不浸透性

手袋とか農薬用マスク、あと長ズボン、長袖の作業衣、こういったものを着用すべきとした上で暴露量を算

出していってはどうかといった御提案でございます。 

 暴露量を算出するときに使う単位暴露量をどうするのかというところは、こちらにお示ししている二つ目

のポツになってございまして、製剤をそのまま使用する、つまり希釈しないでそのまま処理機に投入すると

いうところでございますので、剤型にかかわらず処理機に投入する際の単位暴露量を使ってはどうか、具体

的には固形剤のものとなるのですけれども、こちらを使ってはどうかという御提案でございます。 

 一方、製剤を希釈して使う場合には対応する剤型のもの、フロアブルを希釈して塗沫する使い方をする場

合にはフロアブルのものとか、乳剤であれば乳剤のものといった、そういったことではどうでしょうかとい

った御提案でございます。 

 ここまではメインのところでございまして、「ただし」以降の部分に記載している内容は、調製時と施用

時の両方の暴露量を算出する必要があるのではないかと考えているものでございまして、具体的には種いも

散布、こちらについては散布する使い方でございますので、両工程、調整も施用のときも両方暴露量を算出

してはどうかというところでございます。 

 ちなみに散布時の単位暴露量につきましては、種いも散布は下向きに散布する使い方ですので、こういっ

た使い方も考慮しまして、液剤の芝への散布の単位暴露量を用いてはどうかといった、こういった御提案と

なってございます。 

 ここまでが単位暴露量の御説明でございます。 

 それでは、１枚おめくりいただきまして５ページになるのですけれども、次が１回に処理する種子量とい

った、こちらを検討してまいったというところでございます。 

 全ての作物についての播種量を調査するのは困難でございますので、デフォルトとして設定する１回当た

りに処理する種の量としましては、作物群ごとに決めさせていただいてはどうかということを考えてござい

ます。 

 具体的な設定の仕方は、直接的に播種量というのが分からなかったので、少しパラメータを分けまして、

三つの項目を整理することによって最終的な１回に処理する種の量を決めていきたいといったものでござい
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ます。 

 その三つの項目というのが、この下に書いてある①、②、③となっているものでございます。具体的には

単位面積当たりの播種量を最終的には種の重さの形で出すことによって、それを圃場の面積にまくといった

ことで、１日に処理する種の量というのを決めていきたいといったことでございます。 

 ①の情報のんですけれども、これにつきましての詳細は別紙３に記載しているのですけれども、我が国の

栽培に係る書籍等の情報を基に整理しました。②の情報につきましては、種の重さというのを我が国で体系

的にまとめたものが確認できなかったので、そこだけ米国の評価で使っている情報を基に整理しました。 

 ③につきましては、既存の情報、我々の評価で用いているガイダンスの作付面積を使いながら整理してい

ってはどうかといったところでございます。作付面積について、どの値を使うかというところになるのです

けれども、散布のときと同様に、生産者が自ら処理するということを、種子処理についても対象にしている

ので、おのずから処理できる量に限りがあるということもありますので、作付面積は75％タイルを用いては

どうかといった御提案でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、その具体的な量はどうかというところをまとめたのが図表の５となってご

ざいます。 

 最終的に使う値としましては、１回に処理する量としましては、一番右側の列に記載のものになってござ

います。各パラメータ、①でありましたら最大のもの、一番粒をまくような播種量が多いところを見ながら、

②でありましたら１グラム当たりの粒が少ない、つまり一番種が重いものをいっぱいまくという、こういっ

た仮定を置きながら、最終的に作付面積の75％タイル値の広さの圃場にそういったものをまくといったこと

でデフォルトの値を設定させていただきたいと、こういった形になってございます。 

 それでは、少し本文の方に戻りまして、５ページ目の「ただし」以降のところからになりますけれども、

こちらに記載してございます。種の量は先ほど少しお話ししたのですけれども、保守的に設定するというこ

とをやってございますとともに、海外の情報なども参考にしますと、個別の作物の種子の重量とか、１回に

処理する種子の量とか、もっと直接的に１回に取り扱う薬剤の量なんかの情報が申請者の方から示されて、

もちろん根拠がなければ我々も判断できないので、根拠は必要になるんですけれども、評価に用いることが

できると部会の方で判断されれば、申請者が提出したこういった情報に基づいて暴露量を算出することもで

きるようにしてはどうかといった、こういった御提案も少し書かせていただいてございます。 

 それでは、また１ページめくっていただきまして６ページで、最後のパラメータにはなるのですけれども、

ウの吸収率というところになってございます。 

 こちらにつきましては、農薬の施用法によって変わるようなものではありませんので、これまでどおり同

じデフォルト値、こちらに記載してあるように、製剤をそのまま使う場合はこういった値とか、希釈するの
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であればこういった値というものを使わせていただければということを考えているところでございます。 

 最後になりますけれども、３．種子処理の対応案というところでまとめさせていただきました。以上のこ

とを踏まえまして、原則、不浸透性手袋と農薬用マスク、あと長ズボン、長袖の作業衣も着用すべきとした

上で、急性影響評価に係る暴露量を算出することとしてはどうかといったところでございます。 

 「ただし」以降のところなのですけれども、希釈して果樹とか樹木に散布する場合、こういったものは10 

a当たり700 Lと、大量に散布するという場合になりますので、使用する薬剤の量も多くなりますので、希釈

して果樹とか樹木に散布する場合の暴露量が毒性参照を超えない場合には、種子処理の暴露量の算出は省略

してはどうかといった御提案でございます。 

 あくまでも暴露量の算出を省略しているだけでございますので、先ほど申し上げた不浸透性手袋とか農薬

用マスク、長ズボン、長袖の作業衣、こういったものは着用する必要はありますけれども、暴露量の算出に

ついては省略できることとしてはどうかといった御提案でございます。 

 ６ページの最後の行からになるのですけれども、専用の機械による種子処理というところなのですけれど

も、こちらにつきましては我が国の農薬の使用者の暴露の実測はないというところになりますけれども、処

理は密閉された状態で行われておりますし、薬剤に触れる機会も少ないということになりますので、高濃度

の薬剤の偶発的な接触を防止するというための不浸透性手袋と農薬用マスクと長ズボン、長袖の作業衣、こ

ういったものを着用すれば、今のところ暴露は無視できるといった、こういった取扱いにしてはどうかとい

った御提案でございます。 

 本日の御提案が御了承されましたら、これまで部会決定のところでは種子処理については、何らかの方法

で暴露量を見積もるとなっていた部分を、図表９の方で示させていただいている案の内容に置き換えるとい

ったことをさせていただければと思ってございます。先ほど申し上げた３ポツのところをまとめた形にして

いるものに置き換えさせていただければというのが本日の御提案をなってございます。 

 簡単でございますけれども、事務局からの御説明は以上でございます。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 種子処理のリスク評価の流れですけれども、事務局からの説明に対して御質問、コメント等ございますで

しょうか。大丈夫ですか。よろしいですか。どうぞ、お願いします。 

○相﨑委員 １点だけ。米国の予測式があると書いてありますので、そちらを少し教えていただけないでし

ょうか。日本の事情とはちょっと違うというのはよく分かるのですけれども、一応参考になればと思いまし

てお尋ねした次第です。よろしくお願いします。 

○大竹係長 ありがとうございます。 

 やはり場面によって分けてございまして、やはり大規模に業者が処理する場合、農場等の近くで生産者が
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自ら処理する場合というように、使用する場面を分けてモデルを立てつつ、暴露量を見積もりながら評価し

ているといったところでございます。例えば、図表２にお示ししているように、結構大規模だなと思っては

いるのですけれども、やはり使用場面を分けながら、考えているというのが米国のやり方かなという理解で

ございます。 

○相﨑委員 そうすると、大規模のものに関しては日本におけるメーカー、種子メーカーと同じということ

ですよね。 

○相﨑委員 こちらのハンドミキシングの上の方なんかは、下手すると上半身裸じゃないかと思われる人も

いますけれども、より危険な状態の写真が例として載っていますけれども、これよりは日本の国内はより安

全な状態であるという認識でよろしいでしょうか。 

○大竹係長 事務局としてもそのような認識でございます。ただ、専用の機械とかになってくると、どこま

でというのがなかなか分からないところであるので、本当に全く同じものを使っているのかというところま

では調べは付いていないという状況でございます。 

○相﨑委員 了解いたしました。 

○櫻井部会長 よろしいでしょうか。 

 現場の事情に詳しい委員に聞いてみましょうか。天野委員、ただいまの事務局の説明で実情との乖離とか

そういうようなことはございませんでしょうか。 

○天野委員 天野でございます。 

 大変詳しくいろいろなデータを調べていただきましてありがとうございます。 

 説明にもありましたように、やはり米や麦、特に麦辺りで大規模になってきますと、全てがオートメーシ

ョン化された場合が多いと思いますので、やはりここの資料にありますミキサー辺りで個々の農家さんとい

うよりも、共同でやっていらっしゃるようなある程度のまとまった団体のところで、それでも面積的にはそ

れほど大規模でない場合に一番リスクが高いのかなと思っておりましたので、そういう意味では実情に合っ

ておるような内容かと思います。 

 また、野菜類はほとんど種苗会社さんが会社単位でやっておりまして、個々の農家さんが御自分でという

例はまず私も実際見たことがありませんので、麦辺りに着目して、あるいはいも類は散布でということでし

たので、実情に合っている内容かと思っております。 

 以上です。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 薬剤の調製のときの単位暴露量を持ってくるわけですよね。麦やいも類のときが、その状況に近いかもし

れなくて、一番危ないだろうけれども、現状を反映しているような形になるだろうということでコメントを
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いただきました。 

 もう一人、山本委員、接続できていましたらコメントを頂ければと思いますが。 

○山本委員 すみません、接続が遅くなりまして申し訳ございません。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

○山本委員 事務局の説明で大丈夫だと思います。米国におけるハンドミキシングというのが写真に出てい

ますけれども、我が国で処理するときは見られないと思いますので、大丈夫かなというふうに思います。 

 以上です。 

○櫻井部会長 ありがとうございました。 

 それでは、現場のことに詳しい臨時委員の先生もこれで大体よろしいのではないかという御意見ですので、

ではこちらの方でよろしければ、事務局（案）ということで進めたいと思います。 

 また、これは農薬分科会への報告もいたすことになるわけですけれども、審議いただいた資料を基に作成

いただき、私の方に御一任くださるということでよろしいでしょうか。 

 御異議なければ、そういうことにいたしたいと思います。ありがとうございました。 

 事務局から何かございますか。 

○楠川農薬対策室長 ありがとうございます。 

 本日の予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方（種子処理について）は、部

会決定事項として農業資材審議会農薬分科会に報告させていただきます。 

○櫻井部会長 それでは、これにて議題（１）農薬使用者安全評価の暴露評価に係る補足事項についての審

議は終了いたします。 

 ここまで公開ですので、傍聴者の皆様におかれましては、ここで御退場ください。 

 それから天野委員、山本委員、大変貴重なコメントをありがとうございました。ここまでで結構ですので、

御退席いただければと思います。ありがとうございました。 

１４時００分 終了 

 

 


